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1－1 水質汚濁の現状

水質汚濁に係る環境基準は、環境基本法第16

条により、人の健康を保護し及び生活環境を保全

するうえで維持することが望ましい基準として示

されています。

人の健康の保護に関する環境基準は公共用水域

全般に適用されるのに対し、生活環境の保全に係

る環境基準は、指定された水域ごとに適用されます。

公共用水域の水質汚濁状況の把握のため、水質

汚濁防止法第15条に基づき毎年調査を実施し、そ

の結果を同法第17条に基づき公表しています。

) 調査地点等

「平成17（2005）年度公共用水域水質測定計画

（三重県）」に基づき、環境基準未指定河川を含む

県内49河川76地点及び４海域（伊勢湾、英虞湾、

五ヶ所湾及び尾鷲湾）24地点において、水質調査

を実施しました。

なお、調査は三重県、国土交通省中部地方整備

局、同近畿地方整備局及び四日市市が分担して行

っています。

* 結果概況

ア 河川の水質調査結果

水質汚濁に係る環境基準のうち「生活環境の

保全に関する環境基準」の項目であるpH、BOD、

SS、DO、大腸菌群数について、県内49河川76

地点で水質調査を実施しました。

このうち河川に係る有機汚濁の代表的な指標

であるBODでみると、環境基準の類型が指定さ

れている47河川62水域（63地点）のうち、59

水域で環境基準を達成しており（３水域で未達

成）、達成率は95％となり大幅な改善が見られ

ました（前年度80％）。

また、「人の健康の保護に関する環境基準」

の項目であるカドミウム、シアン等26項目に

ついては、県内48河川53水域（58地点）で調

査を実施しました。その結果、１地点を除き環

境基準を達成しました。

なお、勢田川のほう素が1.9㎎／Ｌで環境基

準（1.0㎎／Ｌ）に未達成でしたが、海水に含

まれるほう素が原因であり、人為的な影響によ

水質汚濁の防止

るものではありませんでした。

イ 海域の水質調査結果

水質汚濁に係る環境基準のうち「生活環境の

保全に関する環境基準」の項目であるpH、COD、

DO、大腸菌群数、ｎ－ヘキサン抽出物質（油

分等）、全窒素、全燐について、４海域８水域

（24地点）で水質調査を実施しました。

このうち海域に係る有機汚濁の代表的な指標

であるCODでみると、環境基準の類型が指定さ

れている４海域８水域のうち、２水域が環境基

準を達成しており（６水域で未達成）、達成率

は25％となり前年度（25％）並みでした。

また、海域の富栄養化の原因物質である全窒

素及び全燐については、類型指定が行われてい

る４海域６水域のうち、達成率は、全窒素

83％（前年度は83％）、全燐50％（前年度は

100％）となりました。

また、「人の健康の保護に関する環境基準」

の項目であるカドミウム、シアン等26項目に

ついては、４海域８水域（８地点）で調査を実

施しました。その結果、前年度に引き続きすべ

ての地点で環境基準を達成しました。

+ 評価と対策

平成17（2005）年度は河川の環境基準達成率

は前年度に比べて改善し、海域については前年度

並みでした。

今後、環境基準の達成向上のため工場・事業場

排水対策、生活排水対策等をより一層推進してい

くこととしています。

1－2 地下水の状況
近年、トリクロロエチレン等の有機塩素化合物

による地下水汚染が全国各地で顕在化していま

す。地下水はいったん汚染されると、その回復が

難しいことから汚染の未然防止を図ることがなに

よりも重要となっており、平成９年（1997）年

３月には地下水の水質汚濁に係る環境基準が設定

されました。

三重県の地下水の水質の状況は以下のとおりで

す。

) 概況調査

従来、地域の全体的な地下水質の状況を把握す

るため、県内全域を108メッシュ（市街地５㎞×
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